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◇
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
（
条
例
第
四
五
号
） 

一 

全
て
の
県
民
が
そ
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
森
林
及
び
河
川
の
有
す
る
県
土
の
保
全
、
地
球
温
暖

化
の
防
止
、
生
物
多
様
性
の
確
保
そ
の
他
の
公
益
的
機
能
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
公
益
的
機
能
の

維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税

と
し
て
、
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
） 

二 

平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、

岐
阜
県
税
条
例
に
定
め
る
額
に
一
、
〇
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関

係
） 

三 

平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
等
に

係
る
法
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
岐
阜
県
税
条
例
に
定
め
る
額
に
一
〇
〇
分
の
一
〇
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
） 

四 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
に
係
る
収
納
額
を
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
に
積
み
立

て
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
） 

五 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
六
号
） 

一 

「
旅
券
法
」
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
各
務
原
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
た
め
に
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
） 

二 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
条
例
第
四
七

号
） 

一 

岐
阜
県
白
山
国
立
公
園
大
白
川
野
営
場
野
営
施
設
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関

係
） 

 

 

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

ペ
ー
ジ 
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二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

三 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
八
号
） 

一 

「
自
然
公
園
法
」
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
国
及
び
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
県
立
自
然
公
園
の

公
園
事
業
の
一
部
を
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
知
事
の
同
意
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
八

条
及
び
第
八
条
の
三
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
九
号
） 

一 

「
自
然
環
境
保
全
法
」
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
国
及
び
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
自
然
環
境
保

全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
の
一
部
を
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
知
事
の
同
意
を
要
し
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
一
五
条
の
二
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
〇
号
） 

一 

生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
う
営
業
施
設
に
お
い
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら

必
要
な
基
準
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
二
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
条
例
（
条
例
第
五
一
号
） 

一 

森
林
及
び
河
川
の
有
す
る
県
土
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
生
物
多
様
性
の
確
保
そ
の
他
の

公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森

林
・
環
境
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。（
本
則
関
係
） 

二  

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号 

 
 
 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例 

 

（
趣
旨
等
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
全
て
の
県
民
が
そ
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
森
林
及
び
河
川
の
有
す
る
県
土

の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
生
物
多
様
性
の
確
保
そ
の
他
の
公
益
的
機
能
の
重
要
性
に
鑑
み
、

そ
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
清
流
の
国

ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
と
し
て
、
岐
阜
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下

「
県
税
条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
民
税
の
均
等
割
の
う
ち
、
次
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
し
た
額
に
係
る
も
の
を
「
清

流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
」
と
称
す
る
。 

 

（
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
二
条 

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の

税
率
は
、
県
税
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
に
千
円
を
加
算
し
た

額
と
す
る
。  

 

（
法
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
三
条 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事

業
年
度
若
し
く
は
各
連
結
事
業
年
度
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
期
間
に
係
る
法
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第
三
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
額
に
、
当
該
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
県
税
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
（
平
成
二
十
三

年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。  

 

（
基
金
へ
の
積
立
て
） 

 
 
 
 
 
 

条 
 
 
 

例 
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第
四
条 

知
事
は
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
に
係
る
収
納
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
清
流
の
国
ぎ

ふ
森
林
・
環
境
税
の
賦
課
徴
収
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森

林
・
環
境
基
金
（
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
条
例
（
平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
一

号
）
に
基
づ
く
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
を
い
う
。）
に
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 
 

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
中
「
美
濃
加
茂
市
」
の
下
に
「
、
各
務
原
市
」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
前
に
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
事
務
の
処

理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 
 

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例 

 

（
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
岐
阜
県
白
山
国
立
公
園
大
白
川
野
営
場
野
営
施
設
の
項
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
三
岐
阜
県
白
山
国
立
公
園
大
白
川
野
営
場
野
営
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
野
営
施

設
」
と
い
う
。）
の
項
を
削
る
。 

 

（
岐
阜
県
立
野
営
場
野
営
施
設
利
用
料
金
条
例
の
廃
止
） 

第
二
条 

岐
阜
県
立
野
営
場
野
営
施
設
利
用
料
金
条
例
（
平
成
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号
）
は
、

廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号 

 
 
 

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
」
を
「
協
議
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
同
意
を
得
よ
う
」
を
「
協
議
を
し
よ
う
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」
を
加

え
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
同
意
を
得

た
」
を
「
協
議
を
し
た
」
に
、
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
」
を
「
協
議
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
同
意
を
得
よ
う
」
を
「
協
議
を
し
よ
う
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
」
の
下
に

｢
協
議
書
又
は｣

を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」
を
加
え
る
。 

 
第
八
条
の
三
第
一
項
中
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
」
を
「
協
議
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
五
第
一
項
中
「
第
八
条
第
二
項
の
同
意
又
は
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
二
項
の
同
意
又
は
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
、
「
当

該
同
意
又
は
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
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（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
八
条
第
二
項
の
同
意
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
申
請

書
及
び
そ
の
添
付
書
類
は
、
改
正
後
の
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
書
及
び
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
添
付
書
類
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
八
条
第
六
項
の
同
意
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
申
請

書
及
び
そ
の
添
付
書
類
は
、
改
正
後
の
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
書
及
び
同
条
第
八
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
と
み
な
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
九
号 

 
 
 

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
県
以
外
の
者
」
を
「
国
及
び
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
」
に
、
「
協
議

し
、
そ
の
同
意
を
得
て
」
を
「
協
議
し
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
は
、
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
保
全
事
業
の
一
部

を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
五
十
号 

 
 
 

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
二
の
項
構
造
等
に
関
す
る
基
準
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

３ 

生
食
用
食
肉
（
牛
の
食
肉
（
内
臓
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
七
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
調
理
の
み
を
行
う

施
設
に
あ
っ
て
は
、
ニ
及
び
ホ
を
除
く
。）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

イ 

他
の
設
備
と
明
確
に
区
分
さ
れ
た
衛
生
的
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

器
具
及
び
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
が
専
用
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

生
食
用
食
肉
が
接
触
す
る
設
備
が
専
用
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ニ 

加
熱
殺
菌
を
行
う
た
め
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
専
用
の
設
備
（
温
度
を
正
確
に
測
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
装
置
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ホ 

加
熱
殺
菌
後
の
冷
却
を
行
う
た
め
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
専
用
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
大
型
冷
蔵
庫
等
を
原
料
肉
及
び
加
熱
殺
菌
後
の
肉
の
双
方
に

用
い
る
と
き
は
、
両
者
が
区
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
二
の
項
器
具
等
に
関
す
る
基
準
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

６ 

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
生
食
用
食
肉
が
接
触
す
る
器
具
が

専
用
に
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
七
の
項
構
造
等
に
関
す
る
基
準
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

２ 

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
調
理
の
み
を

行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
ニ
及
び
ホ
を
除
く
。）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

イ 

他
の
設
備
と
明
確
に
区
分
さ
れ
た
衛
生
的
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

器
具
及
び
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
が
専
用
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

生
食
用
食
肉
が
接
触
す
る
設
備
が
専
用
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ニ 

加
熱
殺
菌
を
行
う
た
め
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
専
用
の
設
備
（
温
度
を
正
確
に
測
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
装
置
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ホ 

加
熱
殺
菌
後
の
冷
却
を
行
う
た
め
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
専
用
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
大
型
冷
蔵
庫
等
を
原
料
肉
及
び
加
熱
殺
菌
後
の
肉
の
双
方
に

用
い
る
と
き
は
、
両
者
が
区
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
七
の
項
器
具
等
に
関
す
る
基
準
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

３ 

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
生
食
用
食
肉
が
接
触
す
る
器
具
が
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専
用
に
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 
 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
条
例 

  

（
設
置
） 

第
一
条 

森
林
及
び
河
川
の
有
す
る
県
土
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
生
物
多
様
性
の
確
保
そ
の

他
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
、
清
流
の
国
ぎ

ふ
森
林
・
環
境
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
し
て
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
（
平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
基
金
に
積
み
立
て
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
額 

 

二 

前
条
に
定
め
る
基
金
の
設
置
の
目
的
の
た
め
に
寄
附
さ
れ
た
寄
附
金
の
額 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
繰
替
運
用
） 

第
五
条 

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
目
的
外
の
取
崩
し
） 

第
六
条 

知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
預
貯
金
等
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十

四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
し
て
金
融

機
関
に
預
入
れ
し
、
又
は
信
託
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
機
関
に
係
る
保
険
事
故
（
預

金
保
険
法
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
事
故
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第

四
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
事
故
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
に

対
す
る
債
務
（
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
保
証
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
い
う
。
）
と
当
該
預
貯
金
等

に
係
る
債
権
を
相
殺
す
る
た
め
、
基
金
を
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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